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公募公告 

以下のとおり公募に付します。 

 

令和７年 12 月 25 日 

                      契約担当官          

                  北海道森林管理局長 関口 高士 

１ 公募に付する事項 

(1) 件 名 令和８年度札幌市内出張チケット手配等業務 

(2) 仕 様 等 仕様書のとおり 

(3) 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

２ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の『役務

の提供』等においてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に登録されており、北海道地域の

競争参加資格を有する者であること。 

(2) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

(3) 旅行業法第３条の規定に基づき観光庁長官の登録を受けた法人であること。 

(4) チケット代金の支払いについて、仕様書３.(4)に定める方式に対応できるこ

と。 

(5) 本仕様書に記載する業務に関し必要な知識及び経験を有する業務責任者を定

めること。業務責任者は、当該業務を総合的に把握するとともに、当該業務に

従事する者（以下「従事者」という。）に対する適切な教育、指導助言及び訓

練を徹底し、適正かつ効率的な業務の履行に努めること。 

(6) 従事者は日本語でコミュニケーションが可能であること。 

(7) 繁忙期には従事者を増員できる体制を有していること。 

(8) 個人情報の取扱いに関し、社内に秘密保持体制が整っていること、又は、一

般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークの付与を受けた

法人であること。 
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３ 企画公募要領の配布期間及び配布場所 

(1) 配布期間 

令和７年 12 月 25 日(木)から令和８年 1 月 22 日(木)まで 

(2) 配布場所 

北海道森林管理局ホームページ 

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/kikaku.html 

 

４ 質問書の提出期限及び提出場所 

企画公募要領等に関する質問がある場合は、次に従い書面(適宜の様式)により提

出すること。 

(1)受領期限  令和８年 1 月 13 日(火)午後５時まで 

(2)提出場所  北海道森林管理局 総務企画部 経理課 担当：経理第二係 

〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森３条７丁目 70 番 

電話 011-622-5214 

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00／月曜～金曜(祝祭日除く) 

メールアドレス: h_keiri＠maff.go.jp 

(3)提出方法  電子メールまたは郵送により行うものとする。                          

(4)回  答  質問に対する回答は、令和８年 1 月 16 日までに適宜、北海道森林 

       管理局のホームページに掲載する方法により公表する。 

５ 事前提出書類の提出期限及び提出場所 

応募しようとする者は、(1)に掲げる書類を準備し、(2)の提出期限までに、指定の

場所に提出すること(書類の作成等に要する費用は、応募しようとする者の 負担と

する。) 

(1) 提出書類 

ア 公募申請書 １部 

イ 適合証明書 １部 

ウ 業務提案書 １部 

エ 委任状(必要な場合) 

オ 誓約書    １部 
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(2) 上記書類の提出期限及び提出場所 

ア 提出期限 令和８年 1 月 22 日(木)午後５時まで 

イ 提出場所 前記４(2)のとおり 

(3) 提出方法 

事前提出書類は、持参又は郵送により提出するものとし、電子メール等による

提出は認めない。 

なお、郵送等により提出する場合は、追跡可能な方法を利用し、 提出期限まで

に到達するよう送付すること。 

６ 選定方法 

北海道森林管理局において事前提出書類を審査の上、評価点が最も高い者を契約

の相手方とする。 

７ その他 

(1)  応募手続等において使用する言語等 

応募及び契約手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日 

本の標準時及び単位は計量法(平成４年法律第５１号)による。 

(2) 応募の無効 

本公告に示した参加資格のない者がした応募及び企画公募要領で示した条件 

に違反した応募は無効とする。 

(3) 契約書の作成の要否 

 要 

契約締結に当たっては、契約書の作成を要する。 

(4) 公募の詳細 

仕様及び契約内容等の詳細については、企画公募要領による。 


